
厨天国
平成31年4月26日 （金）衆・文部科学委員会

初鹿明博氏（立憲）

問1 法科大学院法案について、法曹コースに行った

学生が必ず法科大学院に行けるのか。

(答）

1 ．法曹コースの定員の設定は、設置する大学の判断に

委ねられており、

①コース選択時に人数を絞り込み、コースを修了した

学生であれば原則として連携先の法科大学院への進学

（

が保証されることとする場合や、

②コース選択時には緩やかな選抜を行い、進級に当た

り人数を段階的に絞ることとする場合など

様々な場合が考えられ、特に後者のような場合には、

法曹コースの修了によって連携先の法科大学院への進

学が必ずしも保証されているとは限らない場合があり

ます。

／
Ｉ
、

コース撰択を希望する学生に対して丁寧に2その点、

説明することが不可えであり、その旨を、法学部や法
科大学院に対してしっかりと指 してまいります。

瓢(内線)■値通)■■■■■■､ (淵■■■■【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡

1



厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

初鹿明博氏（立憲）

問2法科大学院に合格せず、行けない学生はどのく

らいいると想定しているのか。

(答）

1 ．法曹コースには様々な場合が考えられるが、必ずし

も連携先への進学が保証されていない形態の法曹コー
／
Ｉ
、

雪
■■■■

白一二

スであっても、 側】 禧

内容や厳格な成績評価など 求められることになるこ

とから、修了者は高い基礎的な能力を身につけている

こととなります。

2したがって、連携先の法科大学院ではなく、一般的

な入学者選抜による進学を希望しても、十分に受かる

実力を有していることが想定され、具体の人数を述べ

ほぼ全ての法曹コースの学生とは困難ですが、るこ

一
式
一

（

3．法曹コースの設置を検討している各大学において

は、このような前提でしっかりと質の担保されたコー

スを設置すべきであり、その点文科省としてもガイド

ラインや認定を通じて質の担保を図ってまいります。

■値通)I■■■■､ (淵■■■

匡闇面~訓

【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘（内線）
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蕊 司
1 ．法科大学院の定員が過大となり、司法試験合格率が低

法曹コースの規模は、最大で迷したことの反省に立ち、
q■■■■■■■■■■■■■■■■■

1／2とするこ とを予定しています。

2また、法曹コースは、法科大学院と同等の教育内容と
（ 厳格な成績評価・修了認定をはじめとして、その質の担

保のために多くの要 を課しており、安易に規模の大き

なコースを設定することは困難と考えています。

【挫課長】高鞠育購門教育雛小幡郷(内繍■値通)■■■(淵■■■■■

（
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厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

初鹿明博氏（立憲）

問3法科大学院に合格できなかった場合、卒業せず

に大学4年に残ることもできるのか。それとも、法

曹コースは3年で卒業となるのか。

(答）

1 ．一般的に、早期卒業制度は､

①3年等で卒業に必要な単位を、各大学が定める優秀な

成績で修めることができ、かつ、

②本人が希望する場合に大学の判断で適用されるもので

あり、

仮に法科大学院に合格できなかった場合に、学生が早期

卒業を希望せず、 4年次に進学することは可能です。

（

（

【担当淵高鞠韻専門鮪諦小幡秘(内繍■値通)■■|■■､ (淵■■■■
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厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

初鹿明博氏（立憲）

問4 この場合、ギャップタームは短くならないので

はないか。 （同旨法務省）
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2仮に法曹コースに在籍しつつも、法科大学院に合格せ

ず、 4年次に進学した場合、翌年度の法科大学院入試を

受けることになるため、法曹資格取得までの期間が最短

の6年より1年長くなる ことになります。

（

■値通)■■■､ (淵■■■

庫簡易~羽

【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘（内線）
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更間司法試験の在学中受験をする者としない者が混

在することについて、教育への影響をどのように考

えているのか。

(答）

1 ．多くの法科大学院においては、司法試験の在学中受験に

対応するため、

･司法試験で問われる科目 (法律基本科目や選択科目に相

当する科目）存司法試験の前までに
／
’
１
、 .より実務に即し自身の関心に沿った内容の科目（展開先

端科目）を司法試験の後に

カリキュラムの見直しが行われるものと考え配当するよう、

ています。

2この場合において､在学中受験を行わない者についても、

司法試験で問われる科目.(法律基本科目や選択科目に相当
する科目）

要であり、

まえ、正ヨ

り、

を学修することができる環境を整えることが必

学生のニーズを踏各法科大学院の工夫により、学生のニーズを踏

正課外における演習を含めて、こうした科目の学修

機会の確保に取り組んでいただく,よう促してまいりたい
と考えています。

（

【担当課長】高等鮪鴎門鮪課長,,､幡測(内線)■値通)■■■(携帯)■■■■
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臣五画
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

初鹿明博氏（立憲）

問5在学中受験で全員が合格するかのように考えて

いるが、どのくらいの学生が在学中に司法試験に合

格すると考えているのか。

（同旨法務省）

(答）
（

し、平成1 l土淵

29年度までに修了した者の

率は、 56．5％となっており‘56.5％となっており、

修了後一年目の司法試験合格

これは同時点の既修者コー

ス修了者全 よりも10ポイント以上高い各率43．4％の合

水準となっております。

2今回の改正案による、 3プラス2の制度化や在学中受

により、法科大学院への巨 音玉里C

信頼が回復し、学部段階から法曹を目指す多くの有為な

迩塗型室堂堕'三ム室し、査学中に司法試験を受験す
ることで、これまでの合格率の実績を上回ることを期待
しています。

（

3．なお、文部科学省としては、 Sプラス2で在学中受験

些堂生里宣遥至についても数値目標を設定し、継続的
に把握・検証を行っていく必要があると考えておりま
す。
（参考）

数値目標については、中央教育審議会法科大学院等特別委員会等の場において、

関係者のご意見を伺いながら設定する予定。

【挫淵高鞠育局専門教育識小幡瓢(内線)■値通)■■■■. (淵■■■■
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厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

初鹿明博氏（立憲）

問6 司法試験の試験日を夏休み期間とすると、司法試

験の受験に必要な所定の単位は法科大学院の既修1

年次に取得するカリキュラムになるのか。

（同旨法務省）

(答）

1 ．在学中受験資格の取得に必要となる所定科目単位につ

いては､法務省令において定められることとなりますが、

仮に、既修2年次（未修3年次）の夏に司法試験を実施

（

する場合には、 識修1年次（禾修2年次）終了時までC

修得単位が基準となるものと考えられます。

2具体的には、既修者1年次（未修2年次）は、司法試

験で基通して問われる法律基本科目の学識の修得を前提
に、

。重の応用能力や、
･司法試験の

野に関する野に関する学

選1（
■■■■■■■

識とその応用能力修得

を目指した内容を中心に各法科大学院において、学生の
■■■■■■I■■■■■■■■■■■■

知識の定着度等に応じた教育が実施 されることが想定

されています。

【魁課長'高鋤育局専門教育雛小幡瓢(内勘■(鯛■■■､ (淵■■■■

1
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厨天国
平成31年4月26日 （金）衆・文部科学委員会

初鹿明博氏（立憲）

問う このようなスケジュールで教育内容を充実でき

るのか。

(答）

1 ．今回の改正案においては、 法曹として必要な学識 を

段階的・体系的に酒養すべきこと等を法律上明記するな

ど、法科大学院教育全体の充実を図ることを目的とする（

ものです。

．特に、在学中受験の導入により、法科大学院の最終年次

に亘迭試壁堂堂駐_些上造､奉り実務に即し、自身の関心に
沿った学修を行うことが可能となることからすると、むし

2

ろ、プロセスとしての法曹養成制度の中核である法科大学

院における教育の充実に資すると認識しています。

（

(内線)■値通)■■■■(淵■■■【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘
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厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

初鹿明博氏（立憲）

梯l丈筈8 司法試験の発表時期にもよそ

上者と落ちた者とが混在する中

津る。合格者は勉強に身が入ら

し、不合格者は次の試験に向けた

呵者のニーズに合うカリキュラ

レいのではないか。

Ｕ元で

ｕグ」ー

Ｕ

８画、

（

(答）

1 ．司法試験の実施時期は，最終的には司法試験委員会の決

定事項であるが､仮に既修2年次(未修3年次)の夏頃（7

月頃）に司法試験を実施するとした場合には、
秋頃(10月頃）になると想定されます。

（参考）平成30年司法試験においては、試験実施(5月）から合格発表

間は約4カ月。

合格発表は

(9月）までの期

2この時期は後期の授業期間と重なる可能性があります

が､各法科大学院においては､合格したか否かに関わらず、
ノ
ー
、

しっかりと後期の学修を全うした上で課程を修了できる

よう、様々な学修サポートに万全を尽くしていただきたい

と考えています。

3．合格者については、
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

より実務に即し自身の関心に沿った

堂隆が可能となると考えています。

灰實話~可1
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、

次年度の司法試験に備え、実務に

司法試験で問われる基本科目につ

4．不合格者については、
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

即した科目のみならず、

いても配置することで、学生のニーズに合うカリキュラム

が提供できると考えています。

5このように、各法科大学院においては、裳生のニーズを
踏まえながら科目を配置し、正課外における演習も含めな

がら、力Iノキュラムの充実に積極的に取り組んでいただく

よう促してまいります。（

【挫淵高轍謂専門鮪識小幡瓢(内綱■《鯛■■■■■､ (淵■■■
（
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厨天国
平成31年4月26日 （金）衆・文部科学委員会

初鹿明博氏（立憲）

問gそもそも、司法試験の時期、試験の内容が決ま

ってから法科大学院がどうあるべきかが決まると思

う。順序が逆だと思うが、これで法科大学院が魅力

あるものになると考えるのか。

（同旨法務省）

／
ｒ
、

(答）

1 ． プロセスとしての法曹養成制度の中核である法科大学

院を魅力あるものとするためには、法科大学院教育の充

法曹を目指す若者の時間的経済的負担の軽減を実と、
I■■■■■■

図り、 することが〃】信

重要であり、今回の改正案はこれらに対応するもので

す。

2その上で、 ､司法試験の在り方についても、法科大学院
教育の改善を踏まえて検討を行うことが必要であること／

ｆ
、

今後、 法務 において文部科学省のほか、大学から、 省

係者や法曹実務家等を構成員とする会議体において必要

廷撞註が行われるものと考えており、由央教育審議会法
科大学院等特別委員会等においても、その検討状況を注

視しながら、法科大学院におけるカリキュラムなどにつ

いて具体の検討を進めてまいります。

【鵬課長】熊鮪局専門鮪諦小幡秘(内繍)■値通)■■■■■､ (携榊■■■
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厨天国
平成31年4月26日 （金）衆・文部科学委員会

初鹿明博氏（立憲）

問10法科大学院が定員割れを起こしているのは、

入学しても司法試験に合格しない大学院には行かな

いと思っているからである。法科大学院に入学した

ら、ほぼ司法試験に合格できるようにしないと入学

者数も増えず、法曹を志す人も増えないと思うが、

大臣の見解如何。

（同旨法務省）（

(答）

1 ．平成31年度に募集継続している法科大学院36校のう

ち、約8割の29校が入学定員を充足していない状況にあ

ります。

法科大学院の定員割れを招いた原因 としては、2

①法科大学院修了者の
していること、

②法曹資格取得までに時間的・経済的負担がかかること
が、法曹を志望する上での大きな不安や迷いの一つと
されていること、

などが挙げられます。

3．今回の改正案により、

①法科大学院教育の充実を図り、司法試験に合格できる

（

資質能力を身に付けさせる.とともに、
②これまでより2年短い最短6年で法曹資格を取得で
き、時間的。経済的負担が軽減されることで、

法科大学院の信頼を回復し、魅力を高め、法科大学院志
願者の増加につなげたいと考えています。

【担当課長】熊教育局専門鮪課長小幡鋤(内線)■値通) |■■■(淵■■■■

1
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厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

初鹿明博氏（立憲）

問1 1 予備試験がある限り、優秀な人がS+2に進ん

だところで、法科大学院に来るのか疑問である。大学

生で予備試験を受けていた学生のどの程度が法曹コ

ースに来て、法科大学院に来ると考えているのか。

（同旨法務省）

（ (答）

1 ．今般の改革は、法曹を志望する有為な若者が安心して

法科大学院に進学することができる環境を整え、プロセ

スとしての法曹養成の充実を図るためのものです。

2その上で、法曹を志望する学生の不安・迷いとして、
多くの学生が時間的負担の大きさを挙げていることを踏

まえると、今般の改革により、最短約6年間で学部入学

から法科大学院を経て法曹資格を取得することが可能と

なり、時間的・経済的負担が大幅に軽減されることは、
法曹志望者や法科大学院志望者・入学者の回復に大いに

資するものであると認識しており、これまで予備試験を

受験していた学生の一定程度が、プロセスとしての法曹

養成を行う法科大学院を選ぶと考えています。

／
ｌ
、

（参考）予備試験合格者数（平成30年度）

合格者数433人

うち大学学部在学中 170人(39. 2%)

法科大学院在学中 152人(35． 1％）

その他 1 1 1人(25． 6％）

（注）平成30年司法試験予備試験の出願時（平成30年1月現在）

ただし，出願者の自己申告によるもの。

【担当淵高等縮閑門縮諦,,蝿泰弘(内綱■値通)■■■■■(携儲）■■■
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厨天国
平成31年4月26日 （金）衆・文部科学委員会

初鹿明博氏（立憲）

問12経済的な理由で法科大学院に行けないという

方には予備試験ルートを作るのではなく、給付型の

奨学金を充実するなどの支援をした方が良いのでは

ないか。

(答）

1 ．予備試験の在り方については、平成27年の政府決定
（

(※)において、 「平成30年度までの法科大学院の集中改

革の進捗に合わせて、法務省において、予備試験の本来

の趣旨に沿った者の受験を制約することなく、かつ、法

曹養成制度の理念を阻害することがないよう、必要な制

度的措置を講ずることを検討する」とされており、法務

省が主となって議論すべきであると承知しています。

(※）法曹養成制度改革推進会議における決定（平成27年6月）

2－方、最新の実績値である平成29年度のデータでは、

法科大学院在籍者4,755人のうち、48.5％に当たる2,305人（

が、大学が独自に実施する給付型奨学金や授業料減免、

または日本学生支援機構の貸与型奨学金などの経済的支

援を受けており、このうち、全体の34. 1％に当たる1,620人

が給付型奨学金を受けているところです。

3．また、貸与型奨学金を受けていた学生のうち、243人が

日本学生支援機構の返還免除（全額又は半額）の対象と

なったところです。

灰貢房~引

1



4． このように、法科大学院においては、現在でも充実し
た経済的支援のメニューが用意され、他の大学院と比較

しても多くの学生が支援の対象となっておりますが、今

後とも、意欲と能力ある学生が経済的理由により修学を

断念することがないよう、奨学金や授業料減免の充実に

努めてまいります。

(参考1）法科大学院生（4,755人）における奨学金等の活用割合（平成29年度在籍者）

・給付型奨学金十授業料減免 18.8％（895人）

・給付型奨学金十貸与型奨学金十授業料減免 15.3％（725人）

・貸与型奨学金 14.4％（685人）（

(参考2）国立大学運営費交付金の予算積算上の授業料減免対象者の割合： 12％（修士）

日本学生支援機構の無利子奨学金貸与率（平成29年度）

：修士30.5％、法科大学院32.5％

(参考3）平成30年度入学者選抜を実施した法科大学院の授業料（年額）の平均額

国立大学80．4万円、 私立大学97．6万円

【挫細高翰弱専門鮪諦小嶋細(内綱■値通)■|■■(淵■■■■

（

2



厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

初鹿明博氏（立憲）

問13法学未修者の法科大学院入学者数が著しく減

少しているが、この原因をどう分析しているのか。

(答）

1 ．全体の法科大学院入学者数が最大となった平成18年度

の5,784人から、平成31年度には1,862人（約3割）に

減少する中、非法学部出身者は、最大であった平成16年

度の1，988人から平成31年度の346人_(約2割）に減少

（

しています（したがって、未修者の減り幅の方が大き

い） 。

2法学未修者を含めて法科大学院志望者の激減を招いた

原因としては、

①法科大学院修了者全体の司法試験合格率が2～3割と

盤鑿したこと、
②逵曹資格取得までに時間的・経済的負担がかかること（
が、法曹を志望する上での大きな不安や迷いの一つと

されていること

などが挙げられると認識しています。

3．特に既修者コース以上に未修者コースの合格率は低く

なっており、このことが法学未修者の法科大学院への入

学者減の原因を招いているものと認識しています。

(参考）募集継続校36校の累積合格率は全体で7割弱、既修者コースで8

割弱である一方、未修者コースで5割弱

灰貢記~引

1



なお、昨年度と比較すると、入学者全体は

ら1，862人に、非法学部出身者は226人から

れぞれ増加しており、これは昨年度より入学

ける適性試験を廃止したことや、各法科大学
における広報の成果が一定程度表れたものと
ます。

04

46
．、目買

KI-f

(参考1）専門職大学設歴基準及び専門戦大学院に関し必要な事項について定める件（平成15
年文部科学省告示第53号） （抜粋）
【※改正前】

O専門職大学院設匝基準

（法科大学院の入学者選抜）

第19条法科大学院は､入学者の選抜に当たっては､エ部科学大臣が別に定めるところに

（

圭旦、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めるものとする。
O専門職大学院に関し必要な事項について定める件（平成15年文部科学省告示第53号）
（法科大学院の入学者選抜）

人字省のうら

昔の占める割舎
課程以外の課程
)よう努めろ＊､0

【濠改正後】

O専門職大学院設匿基準

（法科大学院の入学者選抜）

第19条法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、多様な知識又は経験を有する者を入
学させるよう努めるものとする。

O専門職大学院に関し必要な事項について定める件（平成15年文部科学省告示第53号）
－(削除L

（

(参考2）法科大学院等の抜本的な教育の改善・充実に向けた基本的な方向性（平成30年3
月13日中教審法科大学院等特別委員会） （抜粋）

○法科大学院における未修者教育の理念からすると、純粋未修者や実務経験者を数多く
未修者コースに受け入れることが望ましいが、現在の状況では、法科大学院入学者に占め
る法学系課程以外出身の者又は実務経験者の割合を 「3割以上」とする文部科学省告示
の基準を維持することは､入学者の質の確保の観点から適切でないため、これを見直すべ
きである。

■(剛■■■(淵■

匡藺記~羽

【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘（内線）

2



更問適性試験を廃止したことで、法学未修者が増え
たと言うことは、入学者の質の低下を招いたのでは

ないか。

(答）

1 ．入学者選抜は、専門職大学院設置基準第20条におい

て、 「法科大学院は、入学者の選抜にあたっては、入学

者の適性を適確かつ客観的に評価するものとする」と規

定しており、各法科大学院においては、法令に基づき適
（
性を適確かつ客観的に評価しているため質の低下は起

きているとは考えていません。

【挫課長】高識育牌門鮪課長小幡秘(内綱■(剛■■■､ (携帯)■■■■

（

3



厨天国
平成31年4月26日 （金）衆・文部科学委員会

初鹿明博氏（立憲）

H14 3+2を基本としてしまうと、より未修者の

入学希望者数は減少するのではないか。

(答）

1 ．法曹コースから法科大学院への接続を確保するため、

法曹コース修了予定者を対象とする選抜枠の設定を認め〆
″
、

る一方で、 法曹コース以外の学生や未修者・社会人の枠

も確保する必要があることから、当該選抜枠は各法科大

学院の入学定員の2分の1を上限ととすることとしてお

ります。

これにより、 法学未修者を含め法曹コース以外出隻

に対する法科大学院への進学機会を確保することとして
います。

2また、今回の改正案においては、未修者等に対する入

しているほか、法改正と併箕板の巴

（ せた改革として、未修者教育等への支援を含むメリハリ

ある予算配分を継鍾することとしており、これらの取組
を通じて法科大学院における未修者からの入学者の確保

を推進してまいります。

【担当課長】熊鮪騨門鮪課長小幡職《内線)■値通)■■■■(淵■■■

1



厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

(答）

1 ．今回の改正案に規定する法学部の法曹養成基礎課程

(法曹コース）においては、法科大学院既修者コースへ（

の接続を前提として、 3年園で、法律の基本科目につい
て、法科大学院の未修1年次の内容を修得できるカリキ

ュラムを編成することが求められます。

一、
の

は
も
ス
る
－
す

コ
ー
え

曹
支
法
下
．
を

２

であり、法科大学院が引き続きプロセスとしての法曹養
成制度の中核機関であることに変わりはありません。

S.法曹コースの開設を検討している大学においては、法

学部全体の在り方や果たしている役割を考えつつ、丞圭
ある若者を受け入れる責任ある立場を認識し、法案が成

（

立した際には、速やかに対応できるようLどっかり準備を
進めていただく必要があり、文部科学省としても、大学

■■■■■■■■■■■■

に対して、法曹コースの趣旨等についてしっかり周知し
てまいります。

【担当淵熊教育局専門教育課長小幡瓢(内繍■値通)■■■■(携帯)■■■■

1



厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定2 「在学中受験」は誰が決めたのか。

（同旨法務省）

零
岬
帆
酬

い
２
行
そ

噸
弧
榊
鋪

会
プ
議
中

罎
叩
韮
鮮
乢

舗
卜
琲
剛
味

院
の
改
し
お

学
年
の
ま
て

大
２
育
れ
っ

科
院
教
ら
が

法
学
院
め
挙

会
大
学
と
に

識
剛
漱
味
瀧

育
と
法
取
は

教
年
、
が
て

央
３
等
性
い

；
中
部
化
向
つ

答
，
学
度
方
に

く

い（

2法科大学院教育改革の検討状況を踏まえ、法務省にお

いて、法科大学院在学中受験を認める必要性・合理性や、

それを実現する場合の具体的制度の在り方等の様々な観点

から、文部科学省と連携しつつ、鋭意検討が行われ、決定

されたものと承知しています。

この過程において、法科大学院協会等関係者の意見を

聞きながら検討を行ったところであり、法科大学院協会と

しても、昨年9月に、大学院としての教育が維持されるこ

と等を条件として、御了承いただいているところです。

（

3．文部科学省としても、在学中受験の導入は、法曹資格

取得までの 、

おり、今回の改正案を提出したものです。

【挫細高鞠育局専門教離長小幡秘(内繍■値通)■■■(淵■■■

1



厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定3未修者教育の充実に向けた環境整備につい

て、大臣の見解如何。

(答）

1 ．法科大学院において、 未修者など多様な人材を法曹とし

て養成するという役割は重要であると考えており、今回の
（
改正案においては、

層促進するため、ノ入

を－

学者選抜の時期･方法等について､未ﾛ

修者などに対する配慮義務を規定することとしています。

(参考）考えられる未修者への配慮の例
・各法科大学院の求める学生像（アドミッション・ポリシー）に応じた特定

分野（理系学部等）からの入学者を選抜するための枠の設定

・法的な思考力・表現力等を適確に評価するための長時間の口述試験の実施

2さらに、法改正と併せた改革として、

①未修者教育への支援を含むメリハリある予算配分(※'）

の継続や、
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

②憲法､民法､刑法で構成される
（

｢共通到達度確認試験 （※

皇』_Lの本年度からの本格実施
といった取組を推進するなど、未修者教育の充実に向けた

堂

「二㎡■■

。。
呵口■■Ｐ』

2． ◎

(※1）

国立大学法人運営費交付金、私立大学等経常費補助金において、司法試験合格率や

定員充足率等の客観的指標に基づき法科大学院を3類型に分類し、基礎額算定率を設

定するとともに、各法科大学院から提案された取組内容に応じて加算率を設定。

(※2）

各法科大学院が共通して客観的かつ厳格に進級判定を行うことができるよう、全法

科大学院が共通の問題を用いて統一的に学生の到達度を確認するための試験。

【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘(内線)■、 （直通)■■■■■■、 （携帯)■■■■■■

1

･ノ 】
■
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厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定4期間短縮の中で未修者がキヤツチアツプでき
る仕掛けについて、大臣の見解如何。

(答）

1 ．未修者については、 1年次で法律の基本的な科目を履

修した上で、本年度から本格実施される「共通至ll達度確（

認試験(※) 」_を経て、2年次に進級することとなります。

(※）各法科大学院が共通して客観的かつ厳格に進級判定を行うことができるよう、

全法科大学院が共通の問題を用いて統一的に学生の到達度を確認するための試験。

一
畦
一
一
一

、後
《
ヲ２

格率といった数値目標を設定し、継続的に把握・検証を
行い、未修者教育の改善・充実をしっかり進めてまいり

ます。（

【担当課長】高等鮪開門鮪諦小幡秘(内線)■､値通) |■■■(携帯)■■■●

1



厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定5 「在学中受験」は司法試験科目だけが法曹に

必要、との実態に変わっていく可能性が極めて高いと

考えるが、大臣の見解如何。

(答）

1 ．今回の改正案においては、在学中受験を念頭に置いた

法科大学院教育の充実だけでなく、在学中受験の先も見

通した教育の充実も規定しており、具体的には、 「専門

的学識及びその応用能力の基盤の上に酒(かん)養すべき

将来の法曹としての実務に必要な学識及び能力並びに素

（

蓑」を教育すべきこととしています。

2加えて、法科大学院の在学受験資格により司法試験を

受験し合格した学生については、司法試験の合格に加え

て法科大学院の修了を司法修習生の採用要件としており

ます･
（

3.法科大学院において、各学生が、

①法的な推論、分析及び構成に基づいて分論をする能力
や、

②法律に関する実務の基礎的素養、

③国際的な分野など展開・先端的な多様な分野の学識等
それぞれのニーズに応じて幅広い分野を学修する充実し

た機会が得られるよう、文部科学省としても各法科大学

院を支援してまいります。

【魁課長】高鍬育局専門教育課長小幡剛(内線)■値通)■■■■(携帯)■■■

1



厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定6法科大学院を修了せずに司法試験を受けられ

るとなると、法科大学院の教育が不要となるのでは

ないかとの懸念について、大臣の見解如何。

(答）

1 ．法科大学院は、 「プロセス」としての法曹養成制度の中
（ 核として、質・量ともに豊かなプロフェッションとしての

■■■■■■■

塗薑の養成を目指して創設されたものです。

2法科大学院が、法曹として必要な理論と実務能力を培う

壜であることは､今回の改正案による在学中受験資格の導
入後も何ら変わるものではありません。

3． 司法試験を受験する学生にとっては、

・童鐘進に､より実務に即し自身の関心に沿った学修を行
うことが可能となること

･司法修習生は法科大学院修了が採用要件となること（

から、 「プロセス」としての法曹養成制度の中核である法
■■■■■■■

科大学院教育の理念に反するものではないです。

【担当課長】高等教育局専門鮪誌小幡秘(内綱■値通)■■■■､ (携帯)■■■■

1



厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定フ法科大学院の意義が活かされない状況を本法

案による制度変更で起こしてしまう恐れを払拭する

裏付け如何。

(答）

1 ．今回の改正案においては、プロセスとしての法曹養成

法科大学院教育の充制度の理念は引き続き堅持しつつ、（

実とともに、時間的・経済的負担の軽減を図るものであ

り、在学中に受験し、合格した者については、法科大学

院修了を司法修習生の採用要件とすることとしていま

す。

2また、産科大学院教育を所管する文部科学大臣と司法
試験制度を所管する法務大臣が協議の上、入学定員を制

度的に管理することで、法科大学院入学から司法試験合

格までの予測可能性を担保することとしています。

（ プロセスとしての法曹養成制度の中核3． これらにより、

を担う法科大学院への信頼を回復し、法曹志望者の増加
につなげたいと考えています。

【担当課長】熊教育局専門教育課長小幡軸(内線)■値通)■■■■(淵■■■■

1



厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

F 惹芙臺屋 三而 三書房1
（答）

1 ．今回の改正案において、大学の責務に係る規定の改正に

より、法科大学院において酒養すべき学識等を具体的に規

定することとし、

・司法試験で共通して問われる学識とその応用能力
（

･司法試験の選択科目として問われる専門的な法律の分野

に関する学識とその応用能力

等のほか、司法試験の出題範囲・レベルにとらわれない、

寺来の法曹としての実務秀見据えて酒養すべき学識等杏

規定しています。

は、司2

法試験で共通して問われる法律基本科目の学識の修得を

目指した内容を中心に各法科大学院において、入学者に求
（ める能力に応じた教育が実施されることが想定されてい

ます。

（参考）

・法律基本科目：憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法

【担当綱高舗鯛専門鮪課長,,､幡泰弘(内繍■値通)■■■､ (淵■■■■

1

｡」 可又
。



厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定9翌年に司法試験受験を控える既修者1年次
（法科大学院2年生）のカリキュラム如何。

(答）

1 ．翌年に司法試験受験を控える既修者1年次（法科大学院
2年生）は、司法試験で基通して問われる法律基本科目の
学識の修得を前提に、

・その応用能力や、

(‐

･司法試験の選択科目として問われる専門的な法律の分野
に関する堂識とその応用能力修得
を目指した内容を中心に各法科大学院において、学生の知

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

されることが想定され
古

弓訪［

ています。

【脳課長】高鞠弱専門教育雛小幡瓢(淵■値通)■■■(携帯)■

（

1



厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定10未修者2年次（法科大学院2年生）のカ

リキュラム如何。

(答）

1 ．未修者2年次（法科大学院2年生）は、既修者1年次（法

科大学院2年生）と基本的には同じカリキュラムが実施さ
（ れることが想定されています。

2しかしながら、未修者コースの学生の中には在学中受験
を希望しない学生もいることから、各法科大学院には、学

■■■■■■

生が希望する受験時期に配盧 したカリキュラム編成をお

願いしたいと考えています。

【挫細高轍韻専門鮪課長小幡秘(内線)■(鯛■|■■■､ (淵■■■■

（

1



厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定1 1 学生に司法試験合格後の授業料を支払わせ

る意味について、大臣の見解如何。

(答）

法科大学院においては、在学期間である3年間あるいは

2年間を通して、法曹として必要な学識やその応用能力、

実務の基礎的素養や弁論能力等がしっかりと酒養される

ことが重要であり、文部科学省としては､套学中受験の前

（

後に関わらず、各法科大学院において授業料に見合った読

実した教育を学生に提供することが求められるものと理

解しています。

腱調熊鮪購門鮪課長小幡瓢(内線)■値通)■■■■(淵■■■

（

1



厨天国
平成31年4月26日 （金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定12法曹養成連携協定の締結や連携法曹基礎課
程の設置の奨励について、大臣の見解如何。

(答）

1 ．今回の改正案における連携法曹基礎課程怯曹コース）

の制度化は、優れた資質・能力と明確な法曹志望を有する
0■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

法学部在学段階から、幅広い学修を行いつつ、法学生が、
（

を受けることができることとす

るものです。

2これにより、同じ大学の法学部と法科大学院だけではな

く、例えば、法科大学院を有しない地方大学と法科大学院

学部在学中から法曹を目指すの連携も可能となっており、
若者のニーズに幅広く応えることができる制度であると

認識しております。文部科学省としては、法曹コースのた

めのガイドラインの策定等を通じて、各大学・大学院にお

ける法曹コースの設置を奨励してまいります。
〆
‐
、

【担当課長】高等教育局専門教育課長 ＃,､幡泰弘(内線)■値通)■■■■､ (綿)■■■

1



厨天国
平成31年4月26日 （金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定13法科大学院と法学部が一体となった法学教
育への国の支援、特に財政的支援について、大臣の

見解如何。

(答）

1 ．文部科学省では、平成27年度予算から「公的支援見

直し強化・加算プログラム」を実施し、法科大学院にお

対する国立大学法人運営費交付金や私学助成のメリハ'ノ

（

法学部との連携も含め各法科大ある予 葦配分を通じて、

学院における教育の質の向上のための取組を促進してお

ります。

2本プログラムについては、本法案の御審議等も踏まえ

法学部との連携をも含めつつ必要な見直しを行いつつ、

法科大学院教育の更なる充実、改善を促すため、継続し

てまいりたいと考えております。

（

【魁課長】高等教育局専門教育雛小幡瓢(内線)■値通) |■■■■■■､ (携帯)■■■■■

1



厨天国
平成31年4月26日 （金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

(答）

1 ．大学院の入学者選抜については、
（

公正かつ妥当な方法に

より、適切な体制を整えて行うべきものであり、今回の改

正案でも、制度化する連携法曹基礎課程からの学生の入学

者選抜に関して「入学者の適性の適格な評価に配慮した公

平な入学者選抜を行うこととされていること」と規定して
います。

2この規定を踏まえ、 入学者選抜の公平性の確保も含めた、
連携法曹基礎課程のためのガイ ドラインを、法案成立後に

策定し、各大学の適切な対応を促してまいります。
（

【担当淵高等縮購門教育課長小幡泰弘(肉細■値通)■■■■. (淵■■■■■

1



厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定15大学が連携法曹基礎課程の設置に伴う大学

の早期卒業制度の導入を行うにあたり、法科大学院へ

の進学を早期卒業の要件とすることについて、大臣の

見解如何。

(答）

1 ．一般的に、早期卒業制度は、 3年等で卒業に必要な単

位を各大学が定める優秀な成績で修めることができ、か

つ、本人が希望する場合に大学の判断で適用されるもの

であることから、卒業後の進路がどこであるかは、早期

（

卒業の条件では勘 りません。

ら連携先の法科大学2今回の改正案による法曹コースか

院への進学、すなわち3プラス2の場合、早期卒業の活

用を念頭に置いており、法学部と法科大学院との連携協

定の認定基準の中でも、文部科学省令において、早期卒

業に関する規定を設けることを予定していますが、法曹

コースを卒業する学生が必ず法科大学院へ進学するとい（

う制度設計にはなっておりません。

【担豐細読教韻専門教育課長小幡秘(崎)■値通)■■■. (携帯)■■■■

0

1



厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定16入学定員総数の上限を定める意義につい

て、大臣の見解如何。

(答）

1 ．法科大学院については、修了者の司法試験合格率の低

鑿といった要因により、志願者や入学者の減少が続いて
いますが、その理由の一つとして、法科大学院制度創設（

時において、 の上限を定めず入学定 に設置基準の総勢

を満たしたものを一律に認可し、 過大な定員規模となっ

ﾕﾆﾆｰ生が挙げられると認識しております。

2そのため、今回の改正案においては、法科大学院の入

学定員の総数について、法科大学院制度を所管する文部

科学大臣と司法試験制度を所管する法務大臣が協議の

上、＝定の上限（現状の2,300人程度）を設定して制度

雌萱埋し、法科大学院入学から司法試験合格までの予
測可能性を担保することとしております。／

１
ｔ

【担当課長】高等縮局専門縮課長小幡秘(内線)■値通) |■■■■(淵■■■■



厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定17社会の法曹ニーズに見合う人数如何。

(答）

1 ．法科大学院の入学定員の総数を現状の2,300人程度を上

限に設定することとし、当面これを上限に法科大学院教育

の改善・充実に取り組んでまいりたいと考えています。

（

今後、 法科大学院教育を所管する文部科学大臣と司法試2

験制度を所管する法務大臣が協議の上､入学定員を制度的
に管理することとし、法曹需要や社会状況、求められる法

曹の質といった観点から、適宜、必要な見直しを行ってま

いります。

【担当淵舗教韻専門教育課長小幡泰弘(内線)■値通)■■■■. (携帯)■■■■

（

1



厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定18文部科学大臣答弁「法科大学院は定数管理

する」と、法務省答弁「司法試験は一定数の合格と

しない」の矛盾について、大臣の見解如何。

（同旨法務省）

(答）

1 ．法曹養成制度改革推進会議決定においては、
・亘法試験合格者数について、 ､当面、 1,500人程度は輩出
されるよう、必要な取組を進めること

･法科大学院修了者のうち､累積合格率で概ねﾌ割程度が
司法試験に合格できるよう充実した教育が行われること

（

を目指すこと

とされていることから、文部科学省としては、当面は現

状の2300人程度を上限として定員管理を行うことが必要

と考えており、その旨答弁したものです。

（ 2－方、法務省は、輩出される法曹の規模として「1,500

人程度は輩出されるよう、必要な取組を進め」ることと
推進会議において決定されていることを踏まえ、司法試
験委員会においても、毎年の司法試験の合否判定を行っ

ているものと、法務省として認識しつつも、あくまでも

司法試験の合否判定は毎年、実際の試験結果に基づいて

司法試験委員会によって行われることを踏まえて「予め

決められた一定数を合格させる試験ではない」旨の答弁
を行ったものと承知しています。

灰貢勗~朝

1



3． したがって、

るよう、必要な取組を進め」るとされた推進会議決定を

踏まえており、両省の答弁に、矛盾があるとは考えてお
りません。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

【鵬課長】鯛縮閑門鮪諦小幡瓢(内綱■値通)■■■■､ (淵■■■

（

（

2



厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定19大学院への飛び入学の要件の拡充の影響
如何。

(答）

1 ．今回の連携法改正案においては、法曹資格取得までの時
間的・経済的負担の軽減に資するため､早期卒業を前提と（

砦雪雲穿 言晉錯藥驚皿と二上
2°加えて、今回の学校教育法改、

入学の可否を判断するに当たり、
今回の学校教育法改正案では、大学院への飛び

判断材料であったものに、法科大学院における既修者認定
試験も活用することができるとしております。

3． これにより、例えば、

の法学部の学生が､学召雌菫童i里室生空i､学部

證禮

3年で法科大学院に進学を希望す
る場合に、既修者認定試験の結果を活用して、飛び入学に

（

より法科大学院への入学が可能になると考えられます。

【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘(内線)■、 （直通)■■■■■■、 （携帯）

1



阿天園
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定20法科大学院在学中における司法試験の受
験資格の付与について、大臣の見解如何。
（同旨法務省）

(答）

1 ．法科大学院在学中受験資格に基づいて司法試験を
受験し、これに合格した者については、司法試験の

（

合格に加えて 刀1膠 司法修昔生の採斥

要件とすること としております。

2さらに、法科大学院の最終年次に司法試験を受験し
2三選、より実務に即し､自身の関心に沿った学修を行
ユ三_生皇i亘達となることからすると、むしろ、プロセ

スとしての法曹養成制度の中核である法科大学院にお

仕組みであると認識しており
（ ます。

3． このように、在学中受験資格の導入後も、法科大学

院は、プロセスとしての法曹養成制度の中核として、

将来の法曹として必要な理論と実務能力を培う場とし
ての役割を担うものであります。

【挫鯛高鋤鯛朝教育識小幡秘(内線)■値遡■■(淵■

1

･ノ



一

厨天国
平成31年4月26日 （金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定21 司法試験に合格した後にやむを得ない理

由で法科大学院を修了できなかった場合に、不当に

不利益をこうむることについて、大臣の見解如何。

㈲
一
一
コ

（

2これは、①法科大学院課程修了資格により司法試験を

受験・合格した者との均衡という観点からも、②法科大
学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度を適切

に機能させるという観点からも、必要な制度設計である
と考えております。

（ 3．在学中受験資格で司法試験を受験し、合格した後に、

やむを得ない事情により、法科大学院をその年度に修了
塗皇室血2上としても、鉢学や留年等によ

り、翌年度以降に当該法科大学院の課程を修了すること
によって、司法修習生として採用されることは可能で

す。

髻 1
【挫淵高舗鯛専門鮪雛,,､幡泰弘(内線)■値通)■■■､ (携帯)■■■

1



厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定22予備試験を「国家的模擬試験」のように

受験している実情如何。

（同旨法務省）
●

(答）

1 ．予備試験制度の現状についてI主、平成2フ年6月の法曹

養成制度改革推進会議決定においては､その受験者の半数

近くを法科大学院や大学生が占める上､予備試験合格者の

多くが法科大学院在学中の者であるなど､劃度創設の趣旨
と現在の利用状況がかい離しているとの指摘がされてい

（

るところです。

2文部科学省としては、まずは今般の法科大学院敵

しっかりと進めることが最優先と考えており、予備試験
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

（

を踏まえ、必要な検討が行われるものと考えています。

【担当課長】高鋤育購門鮪課長小幡泰弘(内線)■値通)■■■■､ (携帯)■■■■

1



厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定23予備試験からの合格者増の要因如何。

（同旨法務省）

(答）

1 ．予備試験合格資格による司法試験合格者の数が年々増

加していることは事実です。
（

2文部科学省としては、法曹を目指す多くの学生が、時

間的・経済的負担が大きいと感じるようになっているこ

とも踏まえ､_今回の法改正により、渉科大学院教育の充
実とともに、時間的・経済的負担の軽減を図りたいと考

えております。

(参考）予備試験合格資格による司法試験合格者の推移

平成24年58人

平成25年 120人

平成26年 163人

平成27年 186人

平成28年235人

平成29年290人

平成30年336人

（

【担当淵鯛鮪局専門鮪雛小幡秘(肉細■値勘■■■(淵■■■■

1



厨天固
平成31年4月26日 （金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

F 声壼悪壼房壼房壽忘元r司
(答）

1 ． （予備試験合格資格により司法試験を受験・合格した者

の法曹としての資質・能力等について、様々な見方があ

ることは承知していますが、）文部科学省としては、司法

試験に合格し、さらに司法修習を経て法曹資格を取得し

（

た者については、予備試験合格資格により司法試験を受

験・合格したか、法科大学院修了資格により司法試験を

受験・合格したかを問わず、法曹として備えるべき能力

を身につけているものと考えています。

法曹としての能力は、個々人の能力や資質のほか、業

形態や専門分野、実績、自己研鎖の努力等によって評

されるべきものであり、予備試験合格資格により司法

験を受験・合格した場合と、法科大学院修了資格によ

司法試験を受験・合格した場合とで、法曹としての能

や有り様を、総体として比較評価することは困難であ

と考えています。

（

【挫淵高轍弱専門縮課長,,､幡鯏(内繍■値通) |■■■､ (淵■■■

1



厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定25予備試験の必要性について、大臣の見解

如何。 （同旨法務省）

(答）

1 ．平成27年6月の法曹養成制度改革推進会議決定で述べ

（ られているとおり、 予備試験制度は、経済的 青や既に吾

社会で十分な経験をj債んでいるなどの理由により、法科大

学院を経由しない者にも法曹資格取得のための途を確保

するためのものと位置付けられており、現在においても、

そのような法曹資格取得のための途を確保する必要があ

り、予備試験制度は必要であると考えています。

2もつとも、予備試験制度については、推進会議決定にお

いては、その受験者の半数近くを法科大学院や大学生が占

める上、予備試験合格者の多くが法科大学院在学中の者で

あるなど、制度創設の趣旨と現在の利用状況がかい離して

いるとの指摘もされているところです。

（

S.文部科学省としては、 まずは今般の法科大学院改革をし

と考えており、予備試験につ王α〕ぞ

いては、かかる改革の実施状況等を踏まえ、法務省におい

て必要な検討が行われるものと考えています。

腱淵高鋤弱専門鮪課長小幡瓢(内線)■(鯛■■■■(淵■■■■■
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厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

更がある
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(答）

1 ．現行の法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養（

成制度においては、 法科大学院を経由しない者は、司法試

の学識等を有することを確認するための予備試験に合格

することを求めています。

2このような予備試験の存在は、司法試験の受験を不当に

制限したり排除したりするものではなく、プロセスとして

の法曹養成制度の趣旨を守りつつ、幅広い法曹資格取得の

ための途を確保しているものであり、 御指摘は当たらない（

ものと考えています。

■値通)■■■■鵬)■■■■

庫闇認7列

【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘（内線）
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（答）

予備試験合格者は、法科大学院修了者と同様の能力

及び資質を有していると判断されたものであり、司法

試験考査委員の合議による判断に基づいて司法試験委

員会が司法試験の合格者を決定するに当たり、法科大

言試驍

ノJ・ H」ノムロム’

畠の合否半11序 b) C

（

学院修了資格に基づく受験者と予備試験合格資格に基

づく受験者とで異なった取扱いは行われていないもの

と承知しています。

■値遡■■■■(携帯)■■■■

匡藺扇~刺

【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘（内線）

（
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更問2予備試験は、その合格者数を不当に制限しすぎ

ではないか。

（答）

（繰り返しになるが）予備試験は、法科大学院修了者

と同程度の学識能力等を有するかどうかを判定すること

を目的として行われるものであり、その判定に当たる予

備試験考査委員の合議においても、その後の司法試験委

員会の決定においても、実際の試験結果に基づいて適切

に合格者の判定及び決定を行っているものと承知してい

ます。したがって、不当に制限しているとの御指摘は当

たらないものと考えています。

（

■(鯛■■■■■(淵■■■【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘（内線）

（

今
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厨天国
平成31年4月26日 （金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定27 司法試験が屋上屋を重ねる形になってい

ることによる、予備試験受験生の負担について、大

臣の見解如何。 （同旨法務省）

(答）

1 ．王腫誕瞳は、経済的事情や既に実社会で十分な経験を積
んでいるなどの理由により法科大学院を経由しない者に（

も法曹資格取得のための途を確保するものです。

したがって、予備試験は、司法試験を受けようとする者

が法科大学院の課程を修了したものと同等の学識及びそ

の応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有す

るかどうかを判定することを目的として実施され､法科大

学院課程修了者との同等性を確認する試駐であると認識
しております。

2他方で、司法試験は、 雪． ヨ（

うとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかど

うかを判定するこ とを目的とするものです。

したがって、予備試験と司法試験は、その目的や位置付

けを異にするものであり、予備試験を経由した者について

は､予備試験を通じて法科大学院修了者との同等性を確認

された後に､司法試験を受験することは当然に予定されて

いると考えています。 （したがって、予備試験と司法試験

が屋上屋を重ねるという批判は当たらないものと理解し

ています。 ）

灰貢記~訓
1
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3‘仮に、法曹になろうとする者に、何らの条件や制約を付

すことなく、広く司法試験の受験資格を認めるとすると、

それは法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養

成を見直すものであり、司法試験による「点」の選抜を実

施しようとするものにほかならないことから、そのような

制度見直しは相当でないと考えています。

【挫淵高鞠育烏専門縮諦/j､幡鯏(内繍■値通)■■■■､ (携榊■■■■

／
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厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定28法科大学院在籍者でありながらプロセス

による法曹養成をくぐらない学生の人数如何。

（同旨法務省）

(答）

1 ．文部科学省の調査では、

（ 試験合格を理由に法科大学院を中退した者は、平成29

年度実績でﾌ5人であったと承知しています｡

(参考1）文科省から各法科大学院に照会して実施した調査結果

○予備試験合格を理由とした中退： 21人（平成29年度）

○司法試験合格（予備試験合格資格）を理由とした中退： 75人（平成

29年度）

(参考2）平成29年予備試験合格者について

・最終合格者444人

うち，予備試験出願時である前年度の属性で

法科大学院在学中の者109人

（うち，法科大学院1年在学中の者 4人

同2年在学中の者104人

同3年在学中の者 1人）

(＝

灰貢混~引

1



入
し
の
ち
が

３
知
度
う
者

４
承
年
の
の

５
と
前
そ
中

，
入
る
、
学

１
０
あ
人
在

者
ｇ
で
６
次

格
２
時
９
年

合
が
願
が
２

識
者
出
者
、
・

験
る
の
の
人
す

》
搾
》
訓
確

の
資
司
院
中
し

年
舗
怠
牌
群
馴

明
験
う
科
次
と

輔
函
狂

紘
怠
対
乢
蝉
順

う
い
性
科
４

の
て
属
法
８

【鵬課長】高轍育局専門鮪諦,,､幡鯏(肉細■値通)■■■■(携帯)■■■■■
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厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定29予備試験に合格し、司法試験にも受験し

た者の人数と今後の政府の対応について、大臣の見

解如何。 （同旨法務省）

(答）

1 ．法務省によれば、予備試験合格資格で司法試験を受験し

た者の数は､平成24年が85人､平成27年がSO1人、

平成SO年が433人であったと承知しています。

(．

2予備試験制度の在り方については、平成2フ年6月の法

曹養成制度改革推進会議決定において､予備試験について

は､その受験者の半数近くを法科大学院生や大学生が占め

る上､予備試験合格者の多くが法科大学院在学中の者であ

るなど､制度創設の趣旨と現在の利用状況がかい離してい

るとの指摘がされています。
し

3．文部科学省としては、まずは今般の法科大学院改革をし

つかり進めることが最優先であると考えており、予備試験

については、かかる改革の実施状況等を踏まえ、法務省に

おいて必要な検討が行われるものと承知しております。

【挫細高舗育闘撫雛,,墹鯏(淵■値通)■■■■､ (淵■■■

1



厨天固
平成31年4月26日 （金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定SO入学者の多様性の確保のための、配慮義

務の具体的な内容如何。

(答）

1 ．今回の改正等においては、法科大学院入学者の多様性の

確保を一層促進するため、入学者選抜の時期・方法等につ
■■■■■■■■■■■

(＝
対する配盧義務いて、未修者や社会人に を規定することと

しているところです。

2具体的には、例えば、

・未修者への配慮としては、特定分野からの枠の設定

・社会人への配慮としては、試験の休日実施や社会人経

験の評価

等が考えられます。

(参考）考えられる未修者への配慮の例
・各法科大学院の求める学生像（アドミッション・ポリシー）に応じた特定

分野（理系学部等）からの入学者を選抜するための枠の設定

・法的な思考力・表現力等を適確に評価するための長時間の口述試験の実施

考えられる社会人への配慮の例

・入学者選抜の複数回実施

・就業者に配慮した入学者選抜の日時の工夫（試験の休日実施等）

・遠隔地の就業者に配慮した面接方法の工夫(Skypeによる面接の実施等）

・各法科大学院の養成したい法曹像に応じた、社会人経験の評価

(＝

【担当調熊鮪鯛門鮪課長 ,,噛鯏(内線)■､値通)■■■■(淵■■■

1



厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定31 例えばICT活用による教育は想定されてい

るか。

(答）

1 ．法科大学院についても、 ICT活用による教育は制度上可

能となっており、現在でも、法科大学院の中には、社会

人を対象としてICTを活用した教育を行っているところ
L
があります。

2文部科学省では、平成29年2月に、 ICTの活用に関

し、専門職大学院設置基準等との適合について解釈を明

確化したところであり、予算のメリハリある配分を通じ

て、各大学の自主的な取組を支援してまいります。

(注) ICTを活用した法科大学院における教育例

（例1）

社会人を対象に夜間、土曜日に授業を開設している筑波大学の

法科大学院においては、タブレット等の携帯可能な機器を用い

て、教室以外において、一定程度授業を受講する形態を認めてい

ます。

（例2）

千葉大学と金沢大学の連携において、共同開講科目の開設や各

大学が強みをする科目をライブ・オンデマンド配信により提供して

おります。

〈~／

秘(内線)■値通)■■■■■■. (淵■■■■【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡

1



厭国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

ﾖｰ為|玉のb吾|｣を占め名

学運営菅委付寺

のHヌリ扱い卯1口'＠

(答）

1 ．最新の実績値である平成29年度のデータでは、法科大

学院在籍者4,755人のうち、48．5％に当たる2,305人が、

（

各大学がそれぞれに定める基準で実施する給付型奨学金

や授業料減免、または日本学生支援機構の貸与型奨学金な

どの経済的支援を受けております。

大学における授業料減免措置]こつきましては、2このうち、

現在も国立大学法人運営費交付金等を活用し、実施してい

るものと承知しており、引き続きしっかりと対応してまい

りたいと考えています。
（

(参考）平成30年度入学者選抜を実施した法科大学院の授業料（年額）の平均額

国立大学80．4万円、 私立大学97．6万円

(参考）国立大学・私立大学に対する授業料減免措置（2019年度予算額）

国立大学法人運営費交付金：365億円

※大学院生を含めた免除対象人数6万6千人

私立大学等経常費補助金： 177億円

※大学院生を含めた免除対象人数9万6千人

(蝋■値通)■■■､ (淵■■■■■■

1

【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘



厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

城井崇氏（国民）

問想定SS法科大学院でリカレント教育を積極的に

行っていくことについて、大臣の見解如何。

(答）

1 ．各法科大学院が、それぞれの特色を生かして、 リカレン

ﾄ教育を含む多様な教育を行い、有為な人材を育成・輩出
（ することも重要であり、メリハリある予算配分などを通じ

） してまいります。
も

肥0

1
（
【担豐淵高轍鯛専門縮課長小幡鯏(内線)■値通)■■■(携帯)■■■■■■

1



厨蔽府蓼署刀
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

畑野君枝氏（共産）

問想定1 中央教育審議会において、在学中受験に関する議

論は行ったのか。

(答）

中央教育審議会法科大学院等特別委員会においては、司法試

験の在学中受験につし､て議論を行ったこ とはありません。

（

（

■ ■■■ ■■■【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘（内線） (直通） (携帯）

画壷皿

1



更問1 在学中受験に関する発言もなかったのか。

(答）

平成30年10月5日の中央教育審議会法科大学院等特別委

員会において、 2名の委員から司法試験の在学中受験に関連

する発言があり、これに対して、委員として参画している法

務省の担当課長より、

・在学中受験に関する検討状況

・在学中受験が法科大学院の教育に大きな影響を与えること

を踏まえ、 雪ｲ系＝ 息房 ，、声プ
一
」

（ と

について発言があったところです。

(参考）発言者※議事録抜粋は参考資料として添付

・丸島俊介委員（弁護士）

．大貫裕之委員（中央大学法科大学院教授・法科大学院協会理事長）

・福原道雄委員（法務省大臣官房司法法制部司法法制課長）

（

【鵬課長】舗鮪局専門鮪雛,,､幡測(内綱■(剛■■■■■、 (携帯）

2



更問2なぜ議事録が公表されていないのか。

(答）

事務局を務める担当課における作業が遅れているためであ

り、お詫び申し上げますとともに、速やかにホームページに

おいて公表できるよう迅速に対応いたします。

）中央教育審議会法科大学院等特別委員会の議事録は、

日）までは公表されているが、

・第88回（平成30年10月5日）

・第89回（平成30年11月9日）

・第90回（平成30年12月13B)

・第91回（平成31年可月28日）

の議事録は、各委員に照会中であり、確定していない。

第87回（平成30年7月30(参考）

(ー

（

■ ■■■ ■■■【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘（内線） (直通） (携帯）

3



厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

畑野君枝氏（共産）

問想定2在学中受験は3プラス2の制度設計に大き

な影響を与えるものなのに、なぜ中央教育審議会で
検討しなかったのか。

(答）

1 ． 司法試験の在学中受験については、法科大学院教育改
革の検討状況を踏まえ､法務省において､法科大学院在
学中受験を認める必要性・合理性や、それを実現する場
合の具体的制度の在り方等の様々な観点から、文部科学

省と連携しつつ、鋭意検討が行われ、決定されたものと

(－

承知しています。

また、この過程において、法科大学院協会等関係者の

意見を聞きながら検討を行ったところであり、迭科大学
堕箆全主_L工立、昨年9月に、大学院としての教育が維

持されること等を条件として、御了震いただいていると
ころです。（

2 在学中受験の導入は、法曹資格
取得までの

ものです。

(内繍■値通)■■■(携講)■【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘
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厨頭府蓼署刀
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

畑野君枝氏（共産）

問想定3参考人質疑において、 3プラス2の隠れた意図は

予備試験組を法科大学院に呼び戻すことだという指摘があ

った。しかし、予備試験合格者が多く在学する大学・大学

院は、法科大学院ルートでも十分に司法試験合格者を輩出

している大規模校ばかりであり、学生を無理して引き留め

る必要はなく、よって3プラス2を制度化は不要ではない

か。（

(答）

1 ．早期卒業を前提とした法学部3年と法科大学院2年のルート

（3プラス2）の制度化と司法試験の在学中受験の導入は、王瞳
試験を受験する法学部生や法科大学院生を法科大学院に取り込む

ことが目的なのではなく、

法曹資格取得までの時間的。経済的負担が法曹を志望する上

での大きな不安や迷いの一つとされており、こうした負担の軽
減が学生にとって大きなニーズになっていることに対応するも

のです。
（

2したがって、 漢合粍
勺
。

､という状況とは関係なく、ている力 学生の実際のニーズを踏まえ

れば、今回の改正案には必要性があると考えています。

【担当課長】熊教育局専門鮪雛,,､幡鯏(内線)■値勘|■■■､ (携帯)■■■

1



厨頭府蓼署刀
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

畑野君枝氏（共産）

問想定4 3プラス2の制度化が学部教育に与える影響につ

いて不安が示されているが、どのように受け止めているの

か。 （議員は、中央教育審議会の議事録を見て、法曹コース

のカリキュラム編成や厳格な成績評価の方法等について不

安視する発言があることに問題意識がある。 ）

(答）

1 ．今回の改正案に規定する法学部の法曹養成基礎課程（法曹

コース）においては、学部の早期卒業を前提として法科大学院

既修者コースへ接続する3プラス2のルートを制度化するもの

であり、学部星_笙固で、法律の基本科目について、塗科大学院
の未修1年次の内容を修得できるカリキュラムを編成すること

（

が求められます。

2このことについて、中央教育審議会の審議過程では、

･法学部の中で、

とは困難
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

法曹コースの学生のみ評価基準を変えるこ

（ ･法曹コースの学生が ]古広い-， を身に付ける機会が損な

れないよう留意が必要

法曹コース独自に科目開設することは人的にも物理的にも■

困難
1■■■■■■■■■■■

といったご意見がありました。

1



3．法曹コースの開設を検討する大学の不安や疑問を解消する

ことは新制度を円滑に施行するためには非常に重要であり、文

部科学省においては、

教育審議会における法曹コースの在り方に藍する資米■

を随時、大学に提供

･大学から寄せられる質問を質疑応答集として整理し、全本
学に共有

･今回の法案提出後に大学向けの説明会を開催

など、丁寧な情報提供に努めているところです。
(＝

4．法曹コースの開設を検討している大学においては、法学部

zの在り方やたしている役害|」を考えつつ、未来ある若者を

、法案が成立した際には、速受け入れる責任ある立場を認識し、

やかに対応できるよう しっかり準備を進めてし､ただ<必要があ

り、文部科学省としても、大学に対して、
■■■■■■■■■■■■

についてしっかり周知してまいります。

法曹コースの趣旨等

【鵬課長】高轍育局専門教育雛,,燗泰弘(内線)■値勘■■■■(鵬)■■■■
（

2



厨藪肩蓼署刀
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

畑野君枝氏（共産）
／

問想定5先日の審議において、既修者コースの出身者につい

ては累積合格率の目標を概ね達成しているとの答弁があっ

た。とすれば、3プラス2の制度化など既修者教育の改革は

不要であり、未修者教育こそ充実させるべきではないか。

(答）

1 ． （御指摘のように、 ）既修者コースの出身者の累積合格率は7（

割を超えており、 法科大学院全体としては平成27年6月の法曹

養成制度改革推進会議決定で掲げられた目標を達成しています。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I■■■■■■■■

2．他方で、修了後1年目の合格率は、既修者コース出身者であっ

ても約5割Iことどまっており、 また、法科大学院志願者も大幅に

減少してきております。

こうした課題を解決するためには、 修 言コース

型固主立、法曹を志望する有為な若者が童心して法科大学
院に進学できる環境を整えるため、改革を進める必要があると

認識しております。（

3． もちろん、塁積合格率の目標を達成できていない未修者コース
の改革は竺特に重要な課題であると考えており、今回の改正案に

学者の確保を一層促進するため、入学

て、例えば、休日受験の工夫をするな

おいては、 法科大学院の入学者の確保を一層促進するため、

･方法について、言巽抜の鴎

ど、未修者や社会人に対する配盧義務を規定することとしており
ます。

1



4． さらに、法改正と併せた改菫として、

・未修者教育、社会人教育への支援を含むメリハリある予算配

分の継続

・各法科大学院が共通して客観的な進級判定を行う仕組みであ
ｰ

施る 冬通到達度確認試験」の本稲

といった取組を推進するとともに、引き続き、由央教育審議会
法科大学院等特別委員会において、未修者教育の改善方策につ

いて御議論いただくなど、法曹となる者の多様性の確保に努め

てまいります。

（

（

■ ■■■ ■■■【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘（内線） (直通） (携帯）

2



厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

畑野君枝氏（共産）

（ (答）

1 ．今回の改正案は、国法制度改革審議会意見書の考え方
tありません､〔5千】C

◎

2改正案のうち、

①aプラス2の制度化は、法曹資格取得までの時間的
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

・経済的負担の軽減が学生にとって大きな二一重とな
っていることに対応するため、

を損なうことなく、法学部と》を損なうことなく、法学部と法

法科大学院の存在意義

科大学院との連携を図
るものであり、

②ヨ法試験の在学中受験の導入についても、在学中受
験資格に基づいて司法試験を受験し、合格した者につ

いては、法科大学院の修了を司法修習生の採用要件と

（

しているため､ブﾛｾｽとしての法曹養成の理念は引
き続き堅蛙されています。

プロセスとしての法曹一I=､ =合3． － よっの －、I ‐う 回の 案は改TF 、
■■■■

に立ち

つつ、現実のニーズを踏まえて、中央教育審議会におけ

る議論や関係団体との意見交換を重ねた上で必要な改革
を行うものであり、 「これまでの理念を否定するもので

あるから国民的な議論を経るべき」との御指摘は当たら
ないと考えています。
■■■■■■■■■■■■■

(内線)■値通)■■■■､ (携帯)■■■■■■
1

【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘

PI
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厨天国
平成31年4月26日 （金）衆・文部科学委員会

串田誠一氏（維新）

シ〃哩 、

(答）

1 ． 旧司法試験制度におけるいわゆる「点」のみの選抜か
（ プロセスとしての法曹養成法科大学院を中核とする、

一
ら

制度への転換は、実務力や実践力も含めて法曹のプロフ

エッショナルを育成していく上で正しい選択であったと

考えています。

2しかし、制度発足時に法科大学院の参入を広く認めた

ことから、数多くの法科大学院が設置されて過大な定員

湿僅となり、国法試験合格者についても、当初の目標が
実現できな込中で、 修了者の合；に学

■■■■■■■■■■

安■
l■■■

一■

迭垂
■

■｡

崖はフ・S
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

割どころか、 2．3割と全体として低迷する事態となっ
（ てしまいました。

また、法曹を目指す多くの学生も、藍間的・経済的負
担が大きいと感じるようになってしまいました。

さらに、法曹の将来にわたる需要の見込みも当初と異

なってまいりました。

3．今回の改革案は、こうした状況を踏まえ、法科大学院

を中核としたプロセスとしての法曹養成制度の再構築を
図るものであり、これにより法科大学院における教育の

充実と優れた法曹人口の育成に取り組んでまいりたし』と
考えております。

■(鯛■■■
筐

【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘（内線）

モ
、q
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●

更問1 「プロセスによる法曹養成」とは何か。

(答）

1 ． 「プロセスによる法曹養成」とは、法科大学院教育を通

じて

①司法試験に確実に合格できるよう、学校教育として体系

的に学修すること

②実務力や実践力も含めて法曹のプロフェッショナルを

育成していくことは重要であることから、国法試験だけ
（ でなく、実務や倫理観、多様な興味に応じた学修をする

こと
■■■■■■■■■■■■

を指しています。

2両方を行うことが、プロセスとしての法曹養成において

重要であり、今回の改正案においても、堅持されるべき理

念であると考えます。

【挫課長】熊鮪購門鮪諦,,､幡鯏(内線)■(鯛■■■(淵■■■■

庫間厨司

（

2



量は堵

(答）

1 ． 旧試瞳(低い合格率のままでの試験のみの「点」による
選抜）では、問題の当たり外れによって、能力があっても

合格できないことがありました。

〔

2法科大学院における「プロセスによる選別」とは、厳格
ロ■■■■■■■■■■■

な成績評価や修了認定によって、真に能力がある者のみが

修了することが出来、だからこそ、そのような者であれば

7－8割は合格できるということであれば、試験を課して

もその問題の当たり外れに左右されることが少ない、とい

う意味です。

S. したがって、

・修了認定が不可丞であると考えており、現在の合格率の
（
低迷を踏まえ、今回の改正案で法科大学院教育の抜本的美

実と成績評価・修了認定の基準と実施状況の公表などを行

うこととしたものです。
■■■l■■■

■値通)■■■■､ (淵■■■■

屋簡易~罰

【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘（内線）

3



更問3予備校が賊眉することが問題なのか。

(答）

1 ． 旧司法試験においては、司法試験に合格するための学識

等を身につけるためには､独学をするか予備校に通うしか

ありませんでした。

2予備校において受験技術偏重の指導がなされ、マスプロ
（ の講義によって、いわゆる論証を丸暗記し、答案の書くと

いうことが多くなっているとの懸念がありました。

3． この点、司法制度改革審議会意見書においても同様の点

が指摘されており、量を拡大するに当たって、このままの

状況で質を維持することが困難という指摘がされていま

した。

4．本来、法曹となるに当たっては、単に答案を書く技術を

暗記するのではなく、それぞれの法への本質的理解が求め
（
られる,ところであり、法科大学院において、少人数指導を
通じた質の高い教育を受けることで､それを身につけるこ

とが必要であると考えています。

5． したがって、

す者にとって必要不可欠であることから､法科大学院を設

け、また今後も維持するものです。

【挫淵高舗育購門鮪雛小幡鋤(淵■値通)■■■■■■､ (淵■■■■■

4



厨薮府蓼署刀
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

串田誠一氏（維新）

問想定2 司法試験受験者が激減した理由についてどのように

分析しているか。

(答）

1 ． 司法試験受験者の減少は、渉科大学院志望者の激減が大きな要
因であると考えております。

2．法科大学院制度は、当初は、司法試験合格者3,000人を目指

し、法科大学院修了者の7～8割が合格できる教育を行うことと

されました。

(＝

3． しかしながら、法科大学院志願者が制度設立当初（平成16年

度）はZAm▲おり、塗科大学院が最大74校あったところ、王
成31年度の法科大学院志願者は9， 117人に、募集継続する法科

大学院は36校に、それぞれ激減 しているところです。

4．また、司法試験 000人の数値目標は撤回され
今
ロ 現在

は当面1，500人程度は輩出されるよう、必要な取り組みを進める

こととされているところです。

（
5． このように、法科大学院志望者の激減などを招いた原因としては、

①法科大学院修了者の司法試験合格率が2～3割と低迷 (募集

継続校36校の累積合格率は全体で7割弱、既修者で8割弱、

未修者で5割弱） したこと、

②平成30年度に実施した法学部学生に対するアンケート調査結
呈においては、法曹資格取得までに時間的・経済的負担がか
かることが、法曹を志望するうえでの大きな不安や迷いの一

つとされていること

などが挙げられると認識しています。

【担当淵高等教育局専門教育課長小幡泰弘(内線)■値通)|■■■■■､ (淵■■■■
庫間記~引

1



更問法科大学院制度の導入そのものが、司法試験受験者激減

の理由なのではないか。

(答）

1 ． 司法試験受験者の減少は、 （法務省が答弁したとおり、 ）受験

資格要件を法科大学院修了者に限定した新司法試験への移行に伴

う減少もありますが、新司法試験移行後の減少は、迭科大学院志
望者の激減が大きな要因であると考えております。

(参考）司法試験受験者数

平成5年度辺,714人

平成16年度43,367人※法科大学院設置

平成18年度32,339人（旧試験:30,248人、新試験:2,091人）※新試験開始

平成22年度21,386人(旧試験： 13,223人、新試験：8,163人） ※旧試験終了

平成23年度 8,765人※新司法試験受験者のピーク

平成30年度 5,238人※過去最低

（

2．制度発足時に法科大学院の参入を広く認めた結果、数多くの法

科大学院が設置されて過大な定員規模となり、ヨ法試験合格者数
についても、当初の目標が号 法科大学院修了者の現できない中、

合格率が全体として低迷する事態となっています。

また、法曹を目指す多くの学生も、時間的・経済的負担が大

きいと感じるようになっています。
■■■■■■■■■■■（

3． こうした状況の下、

るなど、法科大学院7るなど、法科大学院を

法曹志望者は大幅な減少を招く状況とな

､当初の見込み中核とする法曹養成制度は、当初の見込み
とは異なる状況を生み出しており、こうした課題を解消するため

に、プロセスとしての法曹養成制度は引き続き重臺であるとの認
識のもと、法科大学院教育の改善・充実を図ることを目的として

今回の法改正を提案したものであります。

【挫細高鞠鯛専門教育識小幡瓢(内線)■値通)■|■■. (鮒■■■■

2



厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

串田誠一氏（維新）

問想定3政府案は法学部3年と法科大学院2年のコー

スを制度化することとしているが、法学部4年の中で

豊かな素養を有する法曹人を育成することや、実務的

な素養の育成は司法研修所で行うことも可能との意見

もある。このような考えに対する文部科学省の見解如

何。

（同旨法務省政府参考人）（

(答）

1 ．法科大学院は、法学教育・司法試験・司法修習を有機

プロセスとしての法曹養壺回ｐ■的に連携させた

な機関であり、

・司法試験において共通して問われる憲法、民法、刑法

といった科目 （法律基本科目）はもちろん、

･学生が、それぞれの

(展開・先端科
（ 目）

も開設され、将来の法曹としての実務に必要な学識・能

力･素養を酒養する場として､重要な役割を担っており
ます。法学部は、法的素養を備えた多数の人材を社会の

多様な分野に送り出すという意義と機能を担っており、

法学部がこのような法曹養成機関としての役割を担うこ

生_蛙国難と考えます。

灰貢混~引

1
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2法科大学院の修了を司法試験の受験資格とせず、その
するとなれば、司法試験と

みに戻ることになり、プロ

代わりとして司法修習を延

いう「点」による撰抜の仕組みに戻ることになり、

セス養成としての考え方からすると問題であると思いま

す。

S.文部科学省としては、法科大学院を中核とするプロセ

スとしての法曹養成は引き続き重要であるとの認識のも

と、法曹を志望する有為な若者力

進学することができる環壌を整員
革に全力を尽くしてまいります。

､

進学することができる環境を整え

安心して法科大学院に

るべく､ 法科大学院改〈

(内綱■値通)■■■■、 一【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘 (携帯）

（

2



0

更問予備試験の在り方について問われた場合

(答）

1 ．平成27年6月の政府の法曹養成制度改革推進会議決定
においては、予備試験の在り方について、 「平成30年度

までに行われる法科大学院の集中改革の進捗状況に合わ

堂エ、法務省において、予備試験の本来の趣旨に沿った者
の受験を制約することなく、かつ、法曹養成制度の理念を

阻害することがないよう、必要な制度的措置を講ずること
を検討する」とされています｡

(一

2文部科学省としては、今回の法科大学院改革をしっかり

と進めることが最優先であり、予備試験については、その
■■I■■■■■■■■■■

､実施状況等を踏まえ、法務省において必要な検討が行われ

るべきものであると考えております。

3．なお、法務省において検討されるべきものであると承

知していますが、予備試験の要件設定など、そのあるべ

き姿を含めて議論をしていただきたいと考えており、文

部科学省としても必要な協力をしてまいりたいと思いま

す。

（

腱淵高轍育局専門縮課長,,､幡測(内線)■値通)■■■､ (淵■■■■

3



厨蔽丙蓼署刀
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

吉川元氏（社民）

こ理由如何。

ま←基準存撤層 頭あるのでは兎

(答）

1 ．法科大学院の入学者のうち、
(＝

法学部以外の出身者等未修者や社

会人の割合を3割以上とする努力義務を課す文部科学省告示につ
いては、

蕊灘
平成30年3月、多様な知識又は経験を有する者を入学させる努

力義務は堅持しつつ、数値基準については設定しないこととし
たところです。

（

(参考1）専門職大学院に関し必要な事項について定める件（平成15年文部科学省告示第53

号） （抜粋）※改正前

（法科大学院の入学者選抜）

第3条法科大学院は、入学者のうちに法学を履修する課程以外の課程を履修した者又は実

務等の経験を有する者の占める割合が三割以上となるよう努めるものとする。

(参考2）法科大学院等の抜本的な教育の改善・充実に向けた基本的な方向性（平成30年3

月13日中教審法科大学院等特別委員会） （抜粋）

○法科大学院における未修者教育の理念からすると、純粋未修者や実務経験者を数多く

未修者コースに受け入れることが望ましいが、現在の状況では、法科大学院入学者に占め

る法学系課程以外出身の者又は実務経験者の割合を 「3割以上」とする文部科学省告示

の基準を維持することは、入学者の質の確保の観点から適切でないため、これを見直すべ

きである。

阪貢扇~刺

1



未修者・社会人の割合は、約2一方で、今年度の入学者のうち、

31％となっているところであり、

受入れに努めてまいります。

今後とも、未修者・社会人の

(参考3）未修者・社会人割合の割合（平成31年4月1日現在）

法科大学院入学者全体： 1， 862人

うち未修者・社会人： 577人（約31％）

（

【挫淵高轍育局専門教育雛,,､幡鯏(内線)■値通)■■■､ (淵■■■■

◆

（

2



厨天国
平成31年4月26日 （金）衆・文部科学委員会

吉川元氏（社民）

問2未修者に対する教育の質の保証をどう進めるの

か、大臣の見解如何。

(答）

1 ．法学未修者を含む多様な人材を法曹として養成すること

は法科大学院の重要な基本理念であり、今般の法科大学院(＝
参者教育の改善制度改革により、

いります。

に取り組んでま■

2具体的には、改正案により、法科大学院において酒養す

するとともに、教育課程や成績
■■■■■■■■■■■■■■

k的に規定3■ ；&殿 人

評価・修了認定の基準・実施状況の公表を義務付けること

により、未修者教育も含め、各法科大学院における教育の

充実を図ります。

3．また、法改正と併せた改革として、

①未修者教育、社会人教育への支援を含むメリハリある
（

予算配分の継続や、

②各法科大学院が共通して客観的に進級判定に活用する

[共通到達度確認試験」の本年度からの本格実施

といった取組を推進して、未修者教育の質の保証を進め

てまいります。

阪實扇~ﾜ1

1



敦音蓉 会法科大学院等特別吉去続、

さら－、 未偲
4． に 引

委員会、I一 ておい 、 未修

中央

者教育の改善方策について具体的

に議論いただくとともに、今後、文部科学省として、法

科大学院教育の一層の充実を図る観点から、未修者・社

会人の入学者割合や司法試験合格率といった数値目標を

設定し、継続的に把握・検証を行い、未修者教育の改善

・充実をしっかり進めてまいります。

（

【担豐淵高轍育驍門鮪課長小幡瓢(内線)■(剛■■■､ (淵■■■

（

2



両面丙参考刀
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

吉川元氏（社民）

問3入学者選抜における未修者への配慮義務とは具体的に

どういった内容なのか。

(答）

1 ．今回の改正案においては、 法科大学院入学者の多様性の確保涯 〆 を

一層促進するため、入学者選抜の時期・方法等について、例え
〔
ば、特定分野からの選抜枠の設定や丁寧な口述試験の実施などの

工夫をするなど、 修者や社会人に対する配慮 を規定するこ謎4胃

ととしております。

(参考）

写えられる未修者への配慮の’

・各法科大学院の求める学生像（アドミッション・ポリシー）に応じた特定

分野（理系学部等）からの入学者を選抜するための枠の設定（例：東京大学）

・法的な思考力・表現力等を適確に評価するための長時間の口述試験の実施

（例:京都大学）

考えられる社会人への配慮の例

・入学者選抜の複数回実施

・就業者に配慮した入学者選抜の日時の工夫（試験の休日実施等）

・遠隔地の就業者に配慮した面接方法の工夫(Skypeによる面接の実施等）

・各法科大学院の養成したい法曹像に応じた、社会人経験の評価

（

【挫課長】高轍弱専門鮪課長 ,,蝿鯏(内線)■､値通)■■■､ (淵■■■■

1



厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

吉川元氏（社民）

問4 5年一貫型を奨励しつつ、どう多様性の確保を

進めるのか、大臣の見解如何。

(答）

1 ．法曹コースから法科大学院への接続を確保するため、

法曹コース修了予定者を対象とする選抜枠の設定を認め(≠
る一方で、

も確保する必要があることから、当該選抜枠は各法科大

学院の入学定員の2分の1を上限とすることとしており

ます。

これにより、 法学未修者や法曹コース以外出身の法学

部生に対する法科大学院への進学機会を確保することと

しています。

2また、今回の改正案においては、未修者や社会人に対

する入学者選抜の配慮について規定しているほか、法改
（
正と併せた改革として、未修者教育、 社会人教育への支

することとしてお援を含む リハリある予算配分を継続

り、これらの取組を通じて法科大学院における多様性の

確保を推進してまいります。

【担豐淵熊鮪驍門教育課長小幡瓢《内線)■値通) |■■■､ (携帯)■■■■

1



厨薮丙蓼署刀
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

吉川元氏（社民）

問5第5回共通到達度確認試験試行試験の受験対象者如何°

(答）

1 ．共通到達度確認試験については、中央教育審議会法科大学院特

別委員会のもとに設けられた未修者教育のためのワーキング・グ

ループ（平成24年）において、

から撞想され、基本設計を検討I基本設計を検討し

未修者教育の質保証を図る観点
（

た上で、法科大学院1年次を対

墨として王成26年度から共通到達度確認試験の試行試験が園堕
されました。

2他方、共通到達度確認試験は、平成27年6月の関係大臣から

構成される法曹養成制度改革推進会議決定において、 「法曹三者

の理解と協力を得ながら試行を毎年度行い、試行対象者を法学既

修者にも順次拡大する」とされたことから、平成27年度に行わ

れた第2回の試行試験から、対象を拡大し、昨年度行われた第5

回の試行試鼈までは、法科大学院1年次と2年次を対象として行
われたところです。

（

(参考：共通到達度確認試験の経緯）

平成26年度第1回試行試験委託研究 ： （委託先）東大

平成27年度第2回試行試験運営費交付金 ： （支出先）東大、京大、一橋大

平成28年度第3回～5回試行試験運営費交付金： （支出先）上記3大学、神戸大

平成31年度第1回本格実施： （主体）法科大学院協会、 日弁連法務研究財団

【挫棚高鞠育購門鮪雛小幡瓢(内繍■(剛■■■■■■(携榊■■■

1



厨藪肩蓼著刀
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

吉川元氏（社民）

問6受験対象者を既修者にまで広げる目的如何。

(答）

1 ．共通到達度確認試験については、平成27年6月の法曹養成制

度改革推進会議において、 「文部科学省は、将来的に確認試験の

結果に応じて亘法試験短答式試験を免除することを想室し、試行
（ と並行して、法務省の協力も得ながら確認試験の試行データと受

験者の司法試験短答式試験合格状況との相関関係を検証・分析」

するとされたことから、第2回（平成27年度）の試行試験よ

り、法科大学院1年次のみならず、 既修者も含めて法科大学院2弘

年次も対象として行ってきたところであります。

【挫課長】高等鮪閑門鮪雛,,､幡測(内糊■値通)■■■■､ (淵■■■■

（

1



師耐疹零口
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

吉川元氏（社民）

問7学部生に対しても試験の間口を広げるということか。

(答）

1 ．平成30年7月に開催された中央教育審議会法科大学院等特別

委員会において、共通到達度確認試験については、牙成31年度

から法科大学院協会と日弁連法務研究財団が実施主体となって杢
格実施すること、その際、未修者教育の質の保証を図る観点を最

(＝

優先して、全ての法科大学院の1年次学生が原則として受験する

ことが了承され、その後、実施主体において検討された結果、本

年度に実施する第1回の本格実施においては、産科大学院1年次

学生のみを対象とすゑことが決定されました。

2．他方、同特別委員会において平成30年3月に取りまとめられ

た「法科大学院等の抜本的な教育の改善・充実に向けた基本的な

方向性」においては、共通到達度確認試験について、法学部法曹

隆工宣里篁里医証にも活用され得ることから、 「法学部
Q学生も受験できるような開放性のものとすることが期待され（

る」とされており、 後
今
マ 学召 学生も対象とするかは 実施主体

一
睡

るあで

(スケジュール）

第5回試行試験

第1回本格実施

平成31年（2019年） 3月実施

令和2年 (2020年) 1月実施

【挫淵高等獺専門鮪課長小幡瓢(内線)■値通) |■■■､ (淵■■■

1



厨頭肩蓼署刀
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

吉川元氏（社民）

問S今後実施する共通到達度確認試験の結果を進級判定の

材料にするのか。する場合、試験本来の目的から逸脱して

いないか。

(答）

1 ．平成30年12月に開催された中央教育審議会法科大学院等特

別委員会において、共通到達度確認試験について、 「法学未修者

の教育の質の保証の観点から各法科大学院が客観的かつ厳格に進

級判定を行い、学生に対する学修・進路指導の充実を図る基礎と

すること」などを目的としていることから、その成績を各法科大
学院が法学未修者コース1年次から2年次への進級判定の資料の
－つとして活用することが妥当として了承されたところです。

(＝

試
関
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【挫課長】高舗育局専門鮪雛小幡郷(内線)■(直通)■■(淵■

1



厨天国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

吉川元氏（社民）

問9 「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログ

ラム」による加算率の格差は適切なのか。大臣の

見解如何。 （議員は加算率が低い大学は教育内容

等の改善ができないのではないかという認識。 ）

(答）

1 ．文部科学省では、平成27年度予算から「公的支援見

直し強化・加算プログラム」を実施し、法科大学院に対

する国立大学法人運営費交付金や私学助成のメリハリあ

る予算配分を通じて、各法科大学院における自主的な組

(＝

織見直しもや、
ります。

諭吉 雪の向上のための取組を促進しておの

(参考）平成31年度の各法科大学院の「公的支援見直し強化・加算プログラム」の審査結果

上位9校： 110％東北大学、東京大学、一橋大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、

九州大学、慶應義塾大学

下位8校： 75％ 金沢大学、立命館大学、福岡大学

70％ 法政大学

65％ 駒沢大学、専修大学、 日本大学

5％ 南山大学

（

2本プログラムにおいては、 司法試験の合格

な指標により基礎額を決定し、さらに、各法科大学院か

…処上里狸を外部の有識者から構成される審査委
員会において評価し、加算額を決定しており、各法科大

学院の教育の成果や努力を適切に評価する仕組みとなっ

ていると考えております。

阪貢認引

1



3また、本プログラムの仕組みは適宜適切に見直しを行
っております。

騨（
教育実績

文部科学

、引き続

に対しては、4さらに、

を上げている法科大学院の教員の協力を得て、

省が教育改善に向けた指導、助言を行っており、引き続

き、メリハリある予算配分を通じて、各大学の教育の質

の向上等を促してまいります。

（

【担当識】諦教弱専門鮪課長小幡瓢(内線)■値通) |■■■､ (淵■■■■

2
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厨藪府蓼署刀
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

争

吉川 氏（社民）元

問10大学院生への経済的支援の大半が大学独自で行われ
●

ている現状について認識如何。

(答）

1 ．最新の実績値である平成29年度のデータでは、 法科大学院在

各大学がそれ籍者4，755人のうち、48．5％に当たる2,305人が、（

ぞれに定める基準で実施する給付型奨学金や授業料減免、または

日本学生支援機構の貸与型奨学金などの経済的支援を受けており

ます。
■■■■■■■■■■■■■

2このうち、 大学における授業料減免措置につきましては、現在

型しており、引き続きしっかりと対応してまいりたいと考えてい

ます。

（
(参考）平成30年度入学者選抜を実施した法科大学院の授業料（年額）の平均額

国立大学80.4万円、 私立大学97.6万円

(参考）国立大学・私立大学に対する授業料減免措置（2019年度予算額）

国立大学法人運営費交付金：365億円

※大学院生を含めた免除対象人数6万6千人

私立大学等経常費補助金： 177億円

※大学院生を含めた免除対象人数9万6千人

【挫識】高鞠弱専門教育課長,,墹測(内線)■､値勘|■■■､ (携帯)■

1



厨面雨蓼著刀
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

吉川元氏（社民）

問1 1 連携法第4条第1号から第4号までを新設した理由如何。

(答）

1 ．法科大学院では、それぞれの創意工夫による独自性・多様性を

発揮し、自主的に教育を充実させることが期待され、従来の連携

法第4条は、大学の責務として「法曹養成の基本理念にのっとり、

法科大学院における教育の充実に自主的かつ積極的に努める」
一
」

(‘
とのみを規定していたところです。
(参考） 下位法令においては、専門職大学院設置基準（省令）には教育内容に関す
る具体的な定めはなく、専門職大学院に関し必要な事項を定める件（告示）におい

て、 4つの科目群（①法律基本科目、②法律実務基礎科目、③基礎法学・隣接科
目、④展開・先端科目）を規定した上で、全ての科目群の開設と、学生の履修がい
ずれかに偏ることのないよう配慮することを規定していたのみ。

2． この理念は今後も維持されるべきものですが、

の司法試験合格率の低迷等の現状を踏まえると、

べきものですが、法科大学院全体

状を踏まえると、法曹養成に特化

を十分に果たすことを、法令上担した専門職大学院としての役割

保する必要があります。
■■■■■■

3． したがって、第4条に第1号から第4号を新設することにより、

・司法試験で茎通して問われる皇謹とその応用能力
（

･司法試験の選担赴旦として問われる専門的な法律の金野に関す
る学識とその座用能力
等のほか、司法試験の出題範囲・レベルにとらわれない将来の法

曹としての実務を見据えつつ、塗科大学院として酒養すべき学識
等を具体的に規定することとしています。

(参考）各号の規定内容（要旨）
・第1号：共通して必要とされる専門的学識
．第2号：共通して必要とされる前号に掲げる専門的学識の応用能力

・第3号：前二号に掲げるもののほか、専門的な法律の分野に関する専門的学識及
びその応用能力

・第4号：弁論能力や実務の基礎的素養など将来の法曹としての実務を見据えて酒
養すべき学識等

【担当課長】高鞠育局専門鮪諦小幡剛(内繍■値通)■■■(淵■■■■
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厨藪府蓼著刀
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

吉川元氏（社民）

問12連携法第4条第3号が選択科目相当科目を指すのか。

その場合、司法試験施行規則に定められたS法が対象という

ことか。

(答）

1 ．連携法第4条第3号では、第4条第1号、第2号に掲げるもの

のほか、 「法曹となろうとする者に必要とされる専門的な法律の
(‐

全壁に関する専門的学識及びその応用能力」を法科大学院におい

て潤養すべき学識等の一つとして規定しています。

(参考）各号の規定内容（要旨）

・第1号：共通して必要とされる専門的学識

．第2号：共通して必要とされる前号に掲げる専門的学識の応用能力

・第3号：前二号に掲げるもののほか、専門的な法律の分野に関する専門的学識及
びその応用能力

・第4号：弁論能力や実務の基礎的素養など将来の法曹としての実務を見据えて酒
養すべき学識等

2具体的には、各学生が選択する多様な展開・先端科目などを想

定しており、この中に、司法試験法施行規則第一条に定められて
（

いる8法に 当する科目も含まれる と考えていますが、それ以外

の科目も含まれる.ものと考えています。

(参考）司法試験法施行規則第一条に定める選択科目8科目

①倒産法、②租税法、③経済法、④知的財産法、⑤労働法、⑥環境法、

⑦国際関係法（公法系） 、⑧国際関係法（私法系）

【挫識】高舗韻専門鮪繰長,,､幡鯏(内繍■値通)■■■■(携帯)■■■

1



両面府蓼署刀
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

吉川 氏（社民）元

問13法曹コースの教育課程は、既存の法学部の教育とどう

異なるのか。

(答）

1 ．法曹コースは、優れた資質・能力と明確な法曹志望を有する学

生が、早期卒業の活用を前提に、学部段階から法科大学院と一貫

した教育を受けることができるよう、今回の改革案において制度

化するものです。

(〃

2法学部4年間においては、法的思考と政治学的識見の基礎を身

に付けた人材の養成など幅広い目的の下で教育課 皇が編成される

のに対し、法曹コースにおいては、法科大学院既修者コースへの

接続を前提として、且年間で、法律の基本科目について、法科大
学院の未修1年次の内容の修得を含めた教育課程を編成すること

が求められる点が異なります。

（

【鮭課長】高轍調専門教育課長小幡瓢(内糊■値通) |■■■<淵■■■

1



両面府蓼署刀
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

吉川 氏（社民）元

問14既に法曹養成で連携している大学・大学院等も新たに

認定手続きを必要とするのか。

(答）

1 ．今回の改正案による法曹養成連携協定は、

①連携法曹基礎課程（法曹コース）が、 法科大学院における教育
(＝ を支えるものとして法的な位置付けを有し、その修了生の多く

が法科大学院に進学することが見込まれるなど、協定の内容は

こ大きな影響を及ぼす法曹養成｛ と想定されること

②学生が、安心して、法曹コース・法科大学院を経て法曹を目指

立ことができる環境を整えるためには、法曹養成連携協定の内

容が信頼できるものであることを担保する必要があること

から、法曹養成連携協定の内容が適当であることについて、文
■■■■■■

部科学大臣が認定することとしています。

2． これにより、法曹コースを修了して連携先の法科大学院に進学

C しようとする学生について、 単位の修得状況（成績）を踏まえ

た入学者選抜が可能になるとともに、法律に根拠を有する協定

となることで法曹を志望する学生や高校生が将来を見据えて安

心して進学することが可能となります。

3． このため、既に連携をしている大学・大学院についても、今回

の改正案の下で、認定を受けることが望ましいと考えていま

す。

【挫調謂鮪局専門鮪課長,,燗泰弘(肉細■値通)■■■(淵l■■■

1



厨面府蓼署刀
平成31年4月26日（金）衆。文部科学委員会

吉川 氏（社民）元

問15飛び入学の認定要件如何。

（議員は、既修者認定試験を受けないといけないのかとい

う認識。 ）

(答）

1 ．今回の改正案においては、従来、学部成績のみにより認定され

ていた大学院への飛び入学について、学部成績と併せて「文部科

学大臣が定めるもの」も考慮することを認めるものです。
(，

2． 「文部科学大臣が定めるもの」としては、壁修者認定試験の結

果を考えているところです。

3． したがって、飛び入学の認定に当たっては、学部成績のみで判

断される場合もあり得ますが、 今回、 学部成績に加えて既修 認

定試験の結果を用いる ことも可能とするものです。

(＝
【担当調熊鮪購門鮪雛小幡秘(内線)■(鯛■■■､ (携帯)■■■

1



馬面府参署刀
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

笠浩史氏（未来）

当|| |閏

(答）

1 ． 多様なバックグラウンドを有する者が法律に関係する分野でそ

の知見を活かせるようにすることが一層求められており、現に、

<〃

法学部以外を卒業した者が、 法科大学院を修了して司法試験に合

格し、社会の様々な分野で活躍している例も少なくありません。

(参考1）法科大学院終了資格で司法試験に合格した法学部以外の出身者
平成18年～平成30年:3,935人 （法科大学院修了資格による全合格者:22, 179人）

2．今後も、法科大学院において、 社会人や未修者を含む多様な人

虹を法曹として養成するという基本理念に変 ﾖはありません。

3． このため、今回の法改正においては、 法科大学院入学者の多様<＝

性の確保を一層促進するため､ 等につい反0〕I

て、例えば、休日受験などの工夫をするなど、 土会人や に

対する配慮義 を規定することとしております。

(参考2）

考えられる社会人への配慮の例

・入学者選抜の複数回実施

・就業者に配慮した入学者選抜の日時の工夫（試験の休日実施等）

･遠隔地の就業者に配慮した面接方法の工夫(Skypeによる面接の実施等）
・各法科大学院の養成したい法曹像に応じた、社会人経験の評価
考えられる未修者への配慮の例

・各法科大学院の求める学生像（アドミッション・ポリシー）に応じた特定分野（理系学
部等）からの入学者を選抜するための枠の設定

・法的な思考力・表現力等を適確に評価するための長時間の口述試験の実施

1



4． さらに、法改正と併せた改革として、

①社会人教育、未修者教育への支援を含むどリハリある予算配

分の継続や、

②各法科大学院が共通して客観的に進級判定に活用する_「共通

到達度確認試験」の本年度からの本格実施

といった取組を推進してまいります。

、それ以外の部分についても、引き続き、中央教育審議会法科大

学院等特別委員会等において、社会人や未修者の教育の改善方策

について具体的に議論いただくなど、法曹となる者の多様性の確

5．

(豆
丘に努めてまいります。

(‐

■ ■■■ ■■■【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘（内線） (直通） (携帯）

2



厨頑府蓼署刀
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

笠浩史氏（未来）

問2法科大学院修了者や司法試験合格者に占める社会人及

び純粋未修者の割合はどうなっているか。

(答）

1 ．法科大学院修了者に占める法学部以外の非法学部出身者の割合

は、平成21年度修了生から状況把握を開始し、平成29年度まで

の間、平成22年度の約24％をピークに15％（平成29年度）まで

低下しています。

（

2． また、法科大学院修了者の司法試験合格者に占める‘非法学部出
身者の割合は、法務省において公表している情報をもとに算出す

ると､最初に未修者コースを修了した者が受験した平成19年司法

試験から平成30年まで、約22％から13％に低下しています。

3．一方で、社会人出身者に関する入学後の状況については、標準

修業年限で修了した社会人出身者の数は把握しておりましたが、

毎年度の修了者数や社会人出身者の司法試験の合格状況について
(ノ

状況把握をしておりませんでした。は、
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腱淵高等敷韻専門鮪課長,,墹鯏(内線)■値通)■■■､ (携帯)■■■■■■
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厨薮肩琴署刀
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

笠浩史氏（未来）

問3平成30年司法試験合格者について、法科大学院修了資

格と予備試験合格資格による受験者のうち、社会人や純粋未

修者の割合はどちらが多いのか。

（答）

(, 1 ．平成30年司法試験における法禾大学院修了者の司法試験合格毛
に占める非法学部出身者の割合は、法務省が公表する資料では、

約13髄となっていますが、未修者コースの最初の修了者が受験し

た平成19年司法試験の約22％が最も高い割合となっております。

なお、社会人出身者の合格割合は把握していません。
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(＝

【担豐課長】高舗鯛専門鮪課長 JI､幡鯏(内線)■値通)■■■■■､ 《淵■■■
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冠西国
平成31年4月26日（金）衆・文部科学委員会

笠浩史氏（未来）

鴦人6

．､1存ｷ円栴7】ー

‐‘|日辛h

(答）

1 ．議員ご指摘のとおり、今後とも、多様なバックグラウ

ンドを有する者が、一人でも多く法科大学院を修了し、

法律に関係する分野でその知見を活かしていくために

は、入学状況だけではなく、修了状況や司法試験の合格

(．

犬況を適確に把握し、分析することが何よりも重要と考
■■■■■■■■■■■■

えます。

2今後、これまで状況把握をしてこなかった社会人出身
者の修了状況や司法試験の合格状況だけではなく、皇E塗
学部出身者及び社会人出身者の休学や中退の状況も含

め、基本的な情報を収集し、法科大学院教育の改善・充

実に何が必要なのか、しっかりと分析してまいります。

〈

3．なお、平成27年6月の法曹養成制度改革推進会議決定

において、累積合格率が概ね7割以上合格できるよう充

実した教育を目指すこととされており、今後、文部科学

省として、法科大学院教育の一層の充実を図る観点か

ら、法科大学院への入学者数や司法試験合格率といった

数値目標を設定し、継続的に把握・検証を行っていく必

臺塑i亜亙と考えています。

張】高等鮪購門鮪雛小幡秘《内線)■値通) |■■■(淵■■■■【挫淵高鞠育購門教育雛小幡秘《内線)■値通) |■■■(淵■■■■
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